
議案第４２号

上記の議案を提出する。

（提案理由）

　平成２８年度墨田区教育委員会の権限に属する事務の点検・評価について

別紙のとおり決定する。

平 成 28年 5月 6日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６
条の規定により、平成２８年度墨田区教育委員会の権限に属する事務の点検・評価
を実施するため、その方針を定める必要がある。
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平成 28年度墨田区教育委員会の権限に属する事務の点検・評価について（案） 

 
１ 目的 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条に基づき、教育委員会は、その

権限に属する事務の点検・評価を実施し、効果的な教育行政の推進を図るとともに、

区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進する。 

 

２ 点検・評価の対象について 

点検・評価の対象は、平成 27年度の教育委員の活動及び教育委員会が行った施策・

事業とする。 

 

３ 点検・評価の実施方法について 

⑴  教育委員会は、平成 27年度に実施した施策・事業の取組状況、成果及び課題

を自己点検・評価し今後の施策に反映する。 

⑵ 点検・評価の実施にあたっては、教育に関し学識経験を有する者で構成する第

三者評価委員会を設け、その知見の活用を図るものとする。第三者評価委員は、3

名とする。 

⑶ 学校現場の実態把握及び地域住民参画の観点から、第三者評価委員会に校長会、

PTA等の関係団体からオブザーバー（関係者）として招き、議論の活性化を図るも

のとする。 

※ 平成 28年度における第三者評価委員は、下表のとおりとする。 

氏 名 所 属 等 

尾木 和英 東京女子体育大学名誉教授 

佐藤 晴雄 日本大学文理学部教授 

堀内 一男 公益財団法人国際理解支援協会シニアアドバイザー 

 

４ 点検・評価の全体スケジュール（予定） 

時期 内容 

5月 
点検・評価の実施方針について教育委員会決定 

第 1回第三者評価委員会の開催 

6月 第 2回第三者評価委員会の開催 

7月 
第 3回第三者評価委員会の開催 

第 4回第三者評価委員会の開催 

8月 点検・評価結果報告書（案）の作成 

9月 
点検・評価結果報告書の教育委員会決定 

墨田区議会第 3回定例会において提出・報告（区ＨＰに公表） 
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５ 第三者評価委員会について 

第三者評価委員会の実施時期、内容等は下表のとおりとする。 

時期 回数 内容 出席者 

5月 第 1回 
評価委員委嘱、会議進行の確認、重点審議

対象事業の評価等 

評価委員（3名） 

オブザーバー 

6月 第 2回 
学校教育分野における事業評価 

（すみだ教育指針「施策の方向 1」） 

評価委員（2名） 

オブザーバー 

7月 

第 3回 
社会教育分野における事業評価 

（すみだ教育指針「施策の方向 2」） 

評価委員（2名） 

オブザーバー 

第 4回 
教育委員の活動状況、総括等 評価委員（3名） 

教育委員 

 

６ 点検・評価結果報告書の構成・内容について 

⑴  第三者評価委員の意見に対する各施策・事業の対応状況 
昨年度の評価委員の意見等とその後の事業・施策実施や 28年度予算要求におけ

る反映状況の総括を行うことにより、より確立した PDCAサイクルを目指すものと

する。 

⑵ 点検・評価結果報告書は、わかりやすく、平易な表記とする。 

事業概要や実績に表・グラフ、注釈の挿入等の工夫をすることで、区民にわか

りやすい表現とする。 

 

７ 第三者評価委員会において重点的に評価する事業の選定について 

重要度及び関心度それぞれの基準に照らし合せ、教育委員会として重点的に取り

組むべき課題を、学校教育分野及び社会教育分野からそれぞれ 1件ずつ選定し、第

三者評価委員会において特に集中した議論を行う。 

 ※ 重点審議対象事業は下表のとおりとする。 

分野 施策・事業名（所管課） 選定理由 

学校教育 

いじめ・不登校防止対

策事業 

（指導室） 

区では、いじめ防止対策推進法に基づく墨田

区いじめ防止対策推進条例を平成 26年 12月に

制定し、同法の規定による基本方針を定めてい

る。初年度となる 27 年度の取組、成果について
評価する必要があるため。 

社会教育 

すみだ郷土文化資料

館の運営 

（生涯学習課） 

 区民や来街者に対する区の歴史や文化の普

及啓発及び児童・生徒が、すみだの郷土に興味

や関心を持ち、理解を深めるための取組や成果

について評価する必要があるため。 

 

3



議案第４３号

上記の議案を提出する。

（提案理由）

　平成２８年度教育課題の選定について

別紙のとおり定める。

平 成 28年 5月 6日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区教育委員会の重要な事業の執行状況を的確に把握し、執行上の問題がある

場合にこれを明らかにするとともに、当該事業が計画どおり進行するよう管理する

ため、平成２８年度における教育課題として定める必要がある。
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平成2８年度 教育課題（案） 

 

１ 学校ＩＣＴ化の推進 

学校のＩＣＴ化は、教育環境を改善し、分かりやすい授業を行うための重要なツー

ルである。今年度は、ＩＣＴ機器の全校配備を完了させる予定であり、前年度から引

き続き教育課題とする。 

 

２ すみだ教育指針の策定（新規） 

現在のすみだ教育指針は、平成 19年度から 28年度までの計画であるため、今年度

改定作業を行う。本指針は、教育基本法第17条に定める本区の教育振興基本計画と位

置付けており、重要な教育課題である。 

 

３ 学力向上新３か年計画の実施 

本区における学力の向上は、重要な教育課題である。前年度から引き続き教育課題

とする。 

 

４ 幼保小中一貫教育の推進 

小１プロブレム、中１ギャップの解消の観点から重要であるため、前年度から引き

続き教育課題とする。 

 

５ （仮称）総合運動場等整備事業（新規） 

区民のスポーツを介した体力増進、健康維持等を目的とした総合運動場の整備は、

新基本計画の事業として位置付けられる予定である。また、学校等の利用による教育

施設の観点からも重要な事業である。 

 

 

 

※ 教育課題について 

重要事業の執行状況を的確に把握して、執行上の問題がある場合にこれを明らかにし、

事業が計画どおり進行するよう管理することにより、重要事業の効率的な執行を確保す

るため、当該年度の教育課題として指定する。 
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＜27年度教育課題＞ 

№ 課題名 28年度以降の方針 

1 学校校舎等の改築・改修事業 吾嬬第二中学校の改築工事は10月末竣工予定、吾

嬬立花中学校の移築は、基本設計を終え、28年度

実施設計の段階、非構造部材の耐震化は、平成 30

年度まで計画的に工事を進めていくことになって

いる。今後は、節目ごとの随時報告とする。 

2 学校ＩＣＴ化の推進 継続して教育課題とする。 

3 いじめ・不登校防止対策事業 27年度は、いじめ防止対策推進にかかる法令整備

後の初年度のため、教育課題としてその取組等の経

過を確認してきた。今後は、事案により随時報告と

する。 

4 学力向上３か年計画 継続して教育課題とする。 

5 幼保小中一貫教育 継続して教育課題とする。 

6 学校で生じている問題と対応

状況 

個別事例に応じて随時報告とする。 
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議案第４４号

上記の議案を提出する。

（提案理由）

　指導主事の旅費に関する規程の一部改正について

別紙のとおり改正する。

平 成 28年 5月 6日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　職員の給与に関する条例（昭和３３年墨田区条例第１９号）の一部改正等に伴

い、所要の規程整備を行う必要がある。
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墨田区教育委員会訓令第 号 

教育委員会事務局   

 

指導主事の旅費に関する規程（平成１３年墨田区教育委員会訓令第９号）の一部を

次のように改正する。 

平成  年  月  日 

 

墨田区教育委員会教育長  加藤 裕之    

 

別表を次のように改める。 

別表 行政職給料表(一)の各級に相当する教育職給料表の職務の級 

  

行政職給料表（一） 教育職給料表 

１級 

２級 

３級 

１級 

２級 

４級 

５級 

３級 

４級 

６級 

７級 

５級 

８級 ６級 
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指導主事の旅費に関する規程の一部改正（案）新旧対照表 

改正後 改正前 

別表 行政職給料表（一）の各級に相当する

教育職給料表の職務の級 

別表 行政職給料表（一）の各級に相当する

小学校、中学校教育職員給料表及び高等学

校等教育職員給料表の職務の級 

行政職給料表（一） 教育職給料表 

１級 

２級 

３級 

１級 

２級 

４級 

５級 

３級 

４級 

６級 

７級 

５級 

８級 ６級 
 

行政職給

料表（一）

小学校、中学校

教育職員給料表 

高等学校等教育

職員給料表 

１級 １級の３６号給

以下 

１級の３２号給

以下 

２級 １級の３７号給

以上２級の６０

号給以下 

１級の３３号給

以上２級の５２

号給以下 

３級 特２級の２４号

給以下 

特２級の２４号

給以下 

４級 ２級の６１号給

以上１０４号給

以下 

２級の５３号給

から９２号給ま

で 

５級 特２級の２５号

給以上６８号給

以下 

特２級の２５号

給から６４号給

まで 

６級 ２級の１０５号

給以上 

特２級の６９号

給以上 

２級の９３号給

以上 

特２級の６５号

給以上 

７級 ３級の８０号給

以下 

３級の８０号給

以下 

８級 ３級の８１号給

以上 

３級の８１号給

以上 

９級 ４級 ４級 
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議案第４５号

上記の議案を提出する。

（提案理由）

　幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部改正について

別紙のとおり改正する。

平 成 28年 5月 6日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　職員の給与に関する条例（昭和３３年墨田区条例第１９号）の一部改正等に伴

い、所要の規程整備を行う必要がある。
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墨田区教育委員会訓令第 号 

教育委員会事務局   

区 立 幼 稚 園   

 

幼稚園教育職員の旅費支給規程（平成１２年墨田区教育委員会訓令第６号）の一部

を次のように改正する。 

平成  年  月  日 

 

墨田区教育委員会教育長  加藤 裕之    

 

別表第１を次のように改める。 

別表第１ 行政職給料表(一)の各級に相当する幼稚園教育職員給料表の職務の級 

  

行政職給料表（一） 幼稚園教育職員給料表 

１級 

２級 

３級 

１級 

２級 

４級  

５級 ３級 

６級 ４級 

７級 

８級 
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幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部改正（案）新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１ 行政職給料表(一)の各級に相当する
幼稚園教育職員給料表の職務の級 

別表第１ 〔同左〕 

行政職給料表

（一） 

幼稚園教育職員給料表 

１級 

２級 

３級 

１級 

２級 

４級  

５級 ３級 

６級 ４級 

７級 

８級 

 

 

行政職給料表

（一） 

幼稚園教育職員給料表 

１級 １級の３６号給以下 

２級 

３級 

１級の３７号給以上 

１級の３再任用職員 

２級の５６号給以下 

４級 

５級 

２級の５７号給以上１００号給

以下 

２級の再任用職員 

６級 

７級 

２級の１０１号給以上３級の７

６号給以下 

３級の再任用職員 

８級 

９級 

３級の７７号給以上 
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議案第４６号

上記の議案を提出する。

（提案理由）

　行政財産（旧吾嬬第一中学校）の用途廃止について

別紙のとおり廃止する。

平 成 28年 5月 6日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　吾嬬立花中学校の新校舎建設に伴い、旧吾嬬第一中学校の用地を活用し、校舎の
解体等をするにあたり、用途廃止を行う必要がある。
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行政財産（旧吾嬬第一中学校校舎等）の用途廃止について 
 
１ 理由 
  旧吾嬬第一中学校用地を活用し、吾嬬立花中学校の新校舎を建設するため、現校舎の

解体等を行うため。 
 
２ 所在地 
ア 住居表示   
墨田区立花五丁目４８番９号 

   イ 地  番   
墨田区立花五丁目９８番 

 
３ 用途廃止をする行政財産 
  台帳番号 ６３０６ 

種 類 種 目 名  称 数 量 

建物 事務所建 旧吾嬬第一中学校校舎 5,161.87㎡ 

建物 倉庫建 〃 倉庫 16.92㎡ 

建物 雑屋建 〃 プール付属便所・更衣室・機械室 37.06㎡ 

建物 倉庫建 〃 倉庫 5.81㎡ 

工作物 門 旧吾嬬第一中学校門 4 

工作物 貯水池 〃 プール 1 

工作物 かこい 〃 塀 329.09ｍ 

工作物 炉 〃 塵芥焼却炉 1 

工作物 雑工作物 〃 体育施設 1 

工作物 雑工作物 〃 自転車置場 1 

工作物 貯そう 〃 受水槽 1 

立木 樹木 旧吾嬬第一中学校 739 

 
 
４ 用途廃止日 
  平成２８年６月１日 
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【案内図】 
 
 

 

↓旧吾嬬第一中学校 
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（様式Ⅰ 卒業式）   平成２７年度卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱の実施状況報告書 

                              〔墨田区教育委員会〕 

１ ○学校数 小学校（ ２５)校、中学校（ １０)校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

  ○卒業式実施校数   

小学校（   )校、中学校（ １０)校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

 

２ 卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱等の実施状況 

（注）(1)～(9)それぞれ複数回答不可。ただし、(3)(6)(9)については該当校のみ。(7)は、ツとテの重複は不可 

国旗掲揚 

 

        (1) 式典会場内 (2) 式典会場外 (3) 全体 

ア 

式典会場 

舞台壇上 

正面掲揚 

イ 

式典会場 

舞台壇上 

三脚 

ウ 

舞台壇上 

使わず会 

場内掲揚 

エ 

舞台壇上 

使わず会

場内三脚 

オ 

式典会場

内掲揚せ

ず 

カ 

式典会場 

外に掲揚 

キ 

式典会場 

外に掲揚 

せず 

ク 

式典会場 

内・外に

掲揚せず 

小学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

中学校 １０校 校 校 校 校 １０校 校 校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

                                    

国歌斉唱 

 

 

    (4)  国歌斉唱 (5) 伴奏等 (6)式次第 

サ 

斉唱した 

シ 

斉唱せず 

メロディ 

だけ流す 

ス 

斉唱せず

メロディ

も流さず 

セ 

ピアノ伴

奏 

ソ 

ピアノ以

外の楽器

で伴奏 

タ 

テープ 

ＣＤ 

チ 

国歌斉唱

と記載 

小学校 校 校 校 校 校 校 校 

中学校 １０校 校 校 １０校 校 校 １０校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 

            

国歌斉唱 
(7) 教職員の状況 

ツ 

国歌斉唱時、

全員起立 

テ 

国歌斉唱時、 

一部不起立、 

入場拒否、退場 

ト 

ピアノ伴

奏等拒否 

小学校 校      校 校 

中学校 １０校      校 校 

中等教育学校 校      校 校 

特別支援学校 校      校 校 

 

                          

会場設営

等 

 

(8)  卒業証書授与 (9)会場設営 

体育館、舞台のある会場で実施 視聴覚室等舞台のない会場

で実施 

ナ 

舞台壇上で

演台を設置

し実施 

二 

舞台を使わ

ず、演台を設

置し実施 

ヌ 

舞台を使わ

ず、演台を設

置せず実施 

ネ 

会場正面に

演台を設置

し実施 

ノ 

演台を設置

せずに実施 

ハ 

児童・生徒（在校

生も含む。）が正

面を向いて着席 

小学校 校 校 校 校 校 校 

中学校 １０校 校 校 校 校 １０校 

中等教育学校 校 校 校 校 校       校 

特別支援学校 校 校 校 校 校       校 

 

平成２８年  ３月 １８日 実施分 
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（様式Ⅰ 卒業式）   平成２７年度卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱の実施状況報告書 

                              〔墨田区教育委員会〕 

１ ○学校数 小学校（ ２５)校、中学校（ １０)校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

  ○卒業式実施校数   

小学校（ ２５)校、中学校（   )校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

 

２ 卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱等の実施状況 

（注）(1)～(9)それぞれ複数回答不可。ただし、(3)(6)(9)については該当校のみ。(7)は、ツとテの重複は不可 

国旗掲揚 

 

        (1) 式典会場内 (2) 式典会場外 (3) 全体 

ア 

式典会場 

舞台壇上 

正面掲揚 

イ 

式典会場 

舞台壇上 

三脚 

ウ 

舞台壇上 

使わず会 

場内掲揚 

エ 

舞台壇上 

使わず会

場内三脚 

オ 

式典会場

内掲揚せ

ず 

カ 

式典会場 

外に掲揚 

キ 

式典会場 

外に掲揚 

せず 

ク 

式典会場 

内・外に

掲揚せず 

小学校 ２ ５ 校 校 校 校 校 ２５校 校 校 

中学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

                                    

国歌斉唱 

 

 

    (4)  国歌斉唱 (5) 伴奏等 (6)式次第 

サ 

斉唱した 

シ 

斉唱せず 

メロディ 

だけ流す 

ス 

斉唱せず

メロディ

も流さず 

セ 

ピアノ伴

奏 

ソ 

ピアノ以

外の楽器

で伴奏 

タ 

テープ 

ＣＤ 

チ 

国歌斉唱

と記載 

小学校 ２５校 校 校 ２５校 校 校 ２５校 

中学校 校 校 校 校 校 校 校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 

            

国歌斉唱 
(7) 教職員の状況 

ツ 

国歌斉唱時、

全員起立 

テ 

国歌斉唱時、 

一部不起立、 

入場拒否、退場 

ト 

ピアノ伴

奏等拒否 

小学校 ２５校      校 校 

中学校 校      校 校 

中等教育学校 校      校 校 

特別支援学校 校      校 校 

 

                          

会場設営

等 

 

(8)  卒業証書授与 (9)会場設営 

体育館、舞台のある会場で実施 視聴覚室等舞台のない会場

で実施 

ナ 

舞台壇上で

演台を設置

し実施 

二 

舞台を使わ

ず、演台を設

置し実施 

ヌ 

舞台を使わ

ず、演台を設

置せず実施 

ネ 

会場正面に

演台を設置

し実施 

ノ 

演台を設置

せずに実施 

ハ 

児童・生徒（在校

生も含む。）が正

面を向いて着席 

小学校 ２５校 校 校 校 校 ２５校 

中学校 校 校 校 校 校 校 

中等教育学校 校 校 校 校 校       校 

特別支援学校 校 校 校 校 校       校 

 

平成２８年  ３月 ２５日 実施分 
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（様式Ⅱ 入学式）   平成２８年度入学式における国旗掲揚・国歌斉唱の実施状況報告書 

                                  〔墨田区教育委員会〕 

 

１ ○学校数 小学校（ ２５)校、中学校（ １０)校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

  ○入学式実施校数   

小学校（ ２５)校、中学校（   )校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

 

２ 入学式における国旗掲揚・国歌斉唱等の実施状況 

（注）(1)～(9)それぞれ複数回答不可。ただし、(3)(6)(9)については該当校のみ。(7)は、ツとテの重複は不可 

国旗掲揚 

 

        (1) 式典会場内 (2) 式典会場外 (3) 全体 

ア 

式典会場 

舞台壇上 

正面掲揚 

イ 

式典会場 

舞台壇上 

三脚 

ウ 

舞台壇上 

使わず会 

場内掲揚 

エ 

舞台壇上 

使わず会

場内三脚 

オ 

式典会場

内掲揚せ

ず 

カ 

式典会場 

外に掲揚 

キ 

式典会場 

外に掲揚 

せず 

ク 

式典会場 

内・外に

掲揚せず 

小学校 ２５校 校 校 校 校 ２５校 校 校 

中学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

                                    

国歌斉唱 

 

 

    (4)  国歌斉唱 (5) 伴奏等 (6)式次第 

サ 

斉唱した 

シ 

斉唱せず 

メロディ 

だけ流す 

ス 

斉唱せず

メロディ

も流さず 

セ 

ピアノ伴

奏 

ソ 

ピアノ以

外の楽器

で伴奏 

タ 

テープ 

ＣＤ 

チ 

国歌斉唱

と記載 

小学校 ２５校 校 校 ２５校 校 校 ２５校 

中学校 校 校 校 校 校 校 校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 

 

国歌斉唱 
(7) 教職員の状況 

ツ 

国歌斉唱時、

全員起立 

テ 

国歌斉唱時、 

一部不起立、 

入場拒否、退場 

ト 

ピアノ伴

奏等拒否 

小学校 ２５校      校 校 

中学校 校      校     校 

中等教育学校 校      校     校 

特別支援学校 校      校     校 

 

                          

会場設営

等 

 

(8)  演台の設置 (9)会場設営 

体育館、舞台のある会場で実施 視聴覚室等舞台のない会場

で実施 

ナ 

舞台壇上で

演台を設置

し実施 

二 

舞台を使わ

ず、演台を設

置し実施 

ヌ 

舞台を使わ

ず、演台を設

置せず実施 

ネ 

会場正面に

演台を設置

し実施 

ノ 

演台を設置

せずに実施 

ハ 

児童・生徒（在校

生も含む。）が正

面を向いて着席 

小学校 １１校 １４校 校 校 校 ２５校 

中学校 校 校 校 校 校       校 

中等教育学校 校 校 校 校 校       校 

特別支援学校 校 校 校 校 校       校 

平成２８年４月   ６日 実施分 
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（様式Ⅱ 入学式）   平成２８年度入学式における国旗掲揚・国歌斉唱の実施状況報告書 

                                  〔墨田区教育委員会〕 

 

１ ○学校数 小学校（ ２５)校、中学校（ １０)校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

  ○入学式実施校数   

小学校（   )校、中学校（ １０)校、中等教育学校（ )校、特別支援学校(  )校 

 

２ 入学式における国旗掲揚・国歌斉唱等の実施状況 

（注）(1)～(9)それぞれ複数回答不可。ただし、(3)(6)(9)については該当校のみ。(7)は、ツとテの重複は不可 

国旗掲揚 

 

        (1) 式典会場内 (2) 式典会場外 (3) 全体 

ア 

式典会場 

舞台壇上 

正面掲揚 

イ 

式典会場 

舞台壇上 

三脚 

ウ 

舞台壇上 

使わず会 

場内掲揚 

エ 

舞台壇上 

使わず会

場内三脚 

オ 

式典会場

内掲揚せ

ず 

カ 

式典会場 

外に掲揚 

キ 

式典会場 

外に掲揚 

せず 

ク 

式典会場 

内・外に

掲揚せず 

小学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

中学校 １０校 校 校 校 校 １０校 校 校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 校 

                                    

国歌斉唱 

 

 

    (4)  国歌斉唱 (5) 伴奏等 (6)式次第 

サ 

斉唱した 

シ 

斉唱せず 

メロディ 

だけ流す 

ス 

斉唱せず

メロディ

も流さず 

セ 

ピアノ伴

奏 

ソ 

ピアノ以

外の楽器

で伴奏 

タ 

テープ 

ＣＤ 

チ 

国歌斉唱

と記載 

小学校 校 校 校 校 校 校 校 

中学校 １０校 校 校 １０校 校 校 １０校 

中等教育学校 校 校 校 校 校 校 校 

特別支援学校 校 校 校 校 校 校 校 

 

国歌斉唱 
(7) 教職員の状況 

ツ 

国歌斉唱時、

全員起立 

テ 

国歌斉唱時、 

一部不起立、 

入場拒否、退場 

ト 

ピアノ伴

奏等拒否 

小学校 校      校 校 

中学校 １０校      校     校 

中等教育学校 校      校     校 

特別支援学校 校      校     校 

 

                          

会場設営

等 

 

(8)  演台の設置 (9)会場設営 

体育館、舞台のある会場で実施 視聴覚室等舞台のない会場

で実施 

ナ 

舞台壇上で

演台を設置

し実施 

二 

舞台を使わ

ず、演台を設

置し実施 

ヌ 

舞台を使わ

ず、演台を設

置せず実施 

ネ 

会場正面に

演台を設置

し実施 

ノ 

演台を設置

せずに実施 

ハ 

児童・生徒（在校

生も含む。）が正

面を向いて着席 

小学校 校 校 校 校 校 校 

中学校 １０校 校 校 校 校      １０校 

中等教育学校 校 校 校 校 校       校 

特別支援学校 校 校 校 校 校       校 

平成２８年４月   ７日 実施分 
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